
（
国
土
交
通
委
員
会
）

都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
九
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
官
民
の
連
携
を
通
じ
て
、
都
市
の
国
際
競
争
力
及
び
魅
力
を
高
め
、
都
市
の
再
生
を
図
る
た
め
、
特
定
都
市

再
生
緊
急
整
備
地
域
制
度
の
創
設
、
都
市
開
発
事
業
の
一
層
の
促
進
を
図
る
た
め
の
新
た
な
金
融
支
援
制
度
の
創
設
、
都
市
の

再
生
に
貢
献
す
る
工
作
物
に
係
る
道
路
占
用
許
可
基
準
の
特
例
制
度
の
創
設
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
の
う
ち
、
都
市
開
発
事
業
等
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
施
行
を
通
じ
て
緊
急
か
つ
重
点
的
に
市
街
地

の
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
が
都
市
の
国
際
競
争
力
の
強
化
を
図
る
上
で
特
に
有
効
な
地
域
を
特
定
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域

（
以
下
「
特
定
地
域
」
と
い
う
。
）
と
し
て
政
令
で
定
め
る
。

二

都
市
再
生
緊
急
整
備
協
議
会
は
、
特
定
地
域
に
お
け
る
都
市
開
発
事
業
等
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）

を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
、
当
該
整
備
計
画
に
都
市
開
発
事
業
等
の
実
施
主
体
と
し
て
記
載
さ
れ
た
者
は
、
こ
れ
に
従
い
、

事
業
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
下
水
熱
利
用
の
た
め
の
設
備
を
有
す
る
熱
供
給
施
設
の
整
備
等
に
関
す
る
事
業
を
実
施
す
る
者



は
、
公
共
下
水
道
管
理
者
の
許
可
を
受
け
て
、
公
共
下
水
道
の
排
水
施
設
か
ら
下
水
を
取
水
し
、
及
び
当
該
排
水
施
設
に
当

該
下
水
を
流
入
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

国
土
交
通
大
臣
は
、
特
定
地
域
内
に
お
け
る
民
間
都
市
再
生
事
業
計
画
の
認
定
に
つ
い
て
、
四
十
五
日
以
内
に
お
い
て
速

や
か
に
、
処
分
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

特
定
地
域
内
の
都
市
再
生
特
別
地
区
に
係
る
都
市
計
画
施
設
で
あ
る
道
路
の
区
域
で
、
建
築
物
等
の
敷
地
と
し
て
併
せ
て

利
用
す
べ
き
も
の
の
上
空
等
に
お
い
て
、
建
築
物
等
を
建
築
で
き
る
。

六

国
土
交
通
大
臣
の
認
定
に
係
る
都
市
再
生
事
業
及
び
都
市
再
生
整
備
事
業
の
施
行
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
つ
い
て
、
資

金
の
貸
付
け
に
よ
る
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
政
府
は
、
当
該
貸
付
け
等
に
要
す
る
資
金
の
財
源
に
充
て
る

た
め
の
借
入
金
又
は
債
券
に
係
る
債
務
に
つ
い
て
、
保
証
契
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

七

都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
は
、
市
町
村
に
対
し
、
そ
の
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
都
市
再
生
整
備
計
画
の
作
成
又
は
変

更
を
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
市
町
村
は
、
そ
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
案
を
作

成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八

都
市
再
生
整
備
計
画
に
定
め
ら
れ
た
区
域
内
の
土
地
所
有
者
等
又
は
都
市
再
生
整
備
推
進
法
人
は
、
都
市
の
居
住
者
等
の



利
便
の
増
進
に
寄
与
す
る
施
設
の
一
体
的
な
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
協
定
（
都
市
利
便
増
進
協
定
）
を
締
結
し
て
、
市
町

村
長
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
認
定
の
あ
っ
た
協
定
を
民
間
都
市
機
構
に
よ
る
支
援
の
対
象
と
す
る
。

九

民
間
都
市
再
生
事
業
計
画
の
認
定
の
申
請
期
限
を
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

十

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
都
市
再
生
整
備
計
画
等
に
係
る
改
正
規
定
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


